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公布された条例等のあらまし

（条例第39号）◇職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（条例第40号）◇県立学校の教育職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

１ 条例の概要

 職員、任期付研究員、任期付職員、県立学校の教育職員及び市町村立学校の教職員（以下「職員等」という。）

の期末手当の支給割合の改正

ア 令和３年度

及び 以外の職員等(ア) (イ) (ウ)

区 分 支給月 改 正 前 改 正 後

職員等（特定管理職員を除く。） 12月 100分の117.5 100分の107.5

特定管理職員 12月 100分の97.5 100分の87.5

再任用職員、再任用教育職員及び再任用教職員（以下「再任用職員等」という。）(イ)

区 分 支給月 改 正 前 改 正 後

職員等（特定管理職員を除く。） 12月 100分の60 100分の55

特定管理職員 12月 100分の50 100分の45

任期付研究員及び特定任期付職員（条例第39号に限る。）(ウ)

支 給 月 改 正 前 改 正 後

12月 100分の155 100分の145

イ 令和４年度以降

及び 以外の職員等(ア) (イ) (ウ)

区 分 支給月 改 正 前 改 正 後

職員等（特定管理職員を除く。） ６月 100分の117.5 100分の112.5

12月 100分の107.5 100分の112.5

特定管理職員 ６月 100分の97.5 100分の92.5

12月 100分の87.5 100分の92.5

再任用職員等(イ)

区 分 支給月 改 正 前 改 正 後

職員等（特定管理職員を除く。） ６月 100分の60 100分の57.5

12月 100分の55 100分の57.5

特定管理職員 ６月 100分の50 100分の47.5

12月 100分の45 100分の47.5

任期付研究員及び特定任期付職員（条例第39号に限る。）(ウ)

支 給 月 改 正 前 改 正 後

６月 100分の155 100分の150

12月 100分の145 100分の150

 獣医師に係る初任給調整手当の支給期間及び支給月額の限度額の改正（条例第39号に限る。）

改 正 前 改 正 後

支給期間 採用の日から13年以内 採用の日から15年以内

支給月額の限度額 50,000円 60,000円

 特別急行列車等の利用に係る通勤手当の特別料金等加算の支給対象職員に父母の介護等やむを得ない事情により

住居を移転した職員を加えることとした。
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２ 施行期日

令和３年12月１日から施行することとした。ただし、１の のイ、 及び については、令和４年４月１日から施

行することとした。

（条例第41号）◇特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

期末手当の支給割合の改正（第２条関係）

 令和３年度

支 給 月 改 正 前 改 正 後

12月 100分の160 100分の150

 令和４年度以降

支 給 月 改 正 前 改 正 後

６月 100分の160 100分の155

12月 100分の150 100分の155

２ 施行期日

令和３年12月１日から施行することとした。ただし、１の については、令和４年４月１日から施行することとし

た。

（条例第42号）◇議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改正する条例

１ 条例の概要

期末手当の支給割合の改正（第７条関係）

 令和３年度

支 給 月 改 正 前 改 正 後

12月 100分の160 100分の150

 令和４年度以降

支 給 月 改 正 前 改 正 後

６月 100分の160 100分の155

12月 100分の150 100分の155

２ 施行期日

令和３年12月１日から施行することとした。ただし、１の については、令和４年４月１日から施行することとし

た。
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職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和３年 11月 30日 

島根県知事 丸 山 達 也   

島根県条例第 39号 

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 
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県立学校の教育職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布

する。 

令和３年 11月 30日 

島根県知事 丸 山 達 也  

島根県条例第 40号 

県立学校の教育職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 
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特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

令和３年 11月 30日 

島根県知事 丸 山 達 也  
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議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改正する条例

をここに公布する。 

令和３年 11月 30日 

島根県知事 丸 山 達 也  

島根県条例第 42号 

議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改正する

条例 
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